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教育民生常任委員会記録 

令和５年８月 23 日  

（ 午前９時 31分 開会 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は８名です。 

定足数に達しておりますので、これより本日の委員会を開会いたします。 

菅原行奈委員から遅参の旨、届出がありました。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

本日の案件は御案内のとおりです。 

初めに、調査事項についてを議題とします。 

今まで調査した事項について概要をまとめさせましたので、書記より説明させます。 

栃澤書記。 

書記  ：私からお手元の資料により説明をさせていただきたいと思います。 

各部ごとにまとめてございます。 

初めに、健康こども部です。 

調査事項については子育て支援施策についてということで、次のページの 10 番までご

ざいました。 

(1)の一関市の子育て支援の状況については、令和４年１月 12 日に子ども・子育て支

援制度の説明を受けております。 

令和５年６月 28 日に育児相談・育児教室事業など 14 事業について説明を受けており

ます。 

出産・子育て応援事業など４事業は令和４年度以降に新規事業として実施したとの説

明を受けております。 

(2)の国の政策については、同じく６月 28 日に令和６年度以降に実施される制度、こ

ども家庭センター、サポートプランなど８事業について説明を受けております。 

(3)の健康こども部で取り組んでいる少子化対策については、不妊治療費助成などにつ

いて説明を受けております。 

(4)の子ども食堂については、令和５年度は以下の３件、ゆいま～るキッチン、グラン

マ食堂、藤沢町で１件開設されるということで説明を受けております。 

(5)のヤングケアラーについては、資料はありませんでしたが、口頭でヤングケアラー

に関する調査を行っていない、現時点で相談事例もないということで、６月 28日は説明

を受けております。 

(6)のひとり親等の貧困問題については、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成、こ

ちらについては国保年金課の事業ですが、などについて事業の説明を受けております。 

また、兵庫県明石市にお邪魔しまして、独り親家庭への支援について行政視察を実施

しております。 

(7)の市の体制については、特に書いてございませんが、４月と６月に説明を受けてお
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ります。 

(8)の組織間連携につきましては、要保護児童対策地域協議会という組織をつくり、

様々なケースに応じて、ケース会議、いろいろな会議をやっているという説明を受けて

おります。 

(9)の子育て世代の声を聴くについては、特に実施してございません。 

次のページの(10)放課後児童クラブにつきましては、令和４年８月 24日に当局から放

課後児童クラブの状況について説明を受け、その後に藤沢町にございますふじっ子学童

クラブを訪問し、役員と意見交換を行っております。 

６月 28 日は施設数、単位数、定員、登録児童数などについて説明を受けております。 

なお、このときは個別施設の課題について時間の都合により行っていないということ

でございます。 

その他の所管事務調査事項といたしまして、田河津児童館の閉園について、食育推進

計画について、健康いちのせき 21計画(第二次)中間評価について、川崎保育園の認定こ

ども園への移行について、保健福祉部の組織の見直しについて、公立保育施設の利用定

員の見直しについてということで、２年間の間に説明をいただいております。 

続きまして、福祉部の調査事項としましては、障がい者、障がい児への支援状況につ

いてです。 

５月 25 日に制度の説明を受けております。 

また、７月６日、兵庫県明石市を訪問し、障害者配慮条例について行政視察を行って

います。 

その他の所管事務調査事項といたしまして、旧一関老人福祉センターの跡地の譲渡に

ついて調査を行っております。 

次のページ、教育委員会の調査事項は、不登校問題についてと学校給食センターにつ

いてです。 

不登校問題については、令和４年 11 月 30 日に藤沢町の佐藤さんに参考人としておい

でいただきまして、意見を聴いております。 

令和５年２月３日には宮城県富谷市の不登校特例校の行政視察をしております。 

７月７日に東京都大田区の不登校対策アクションプランについて行政視察を行い、７

月 14日に不登校の現状、不登校減少に向けた組織的取組の説明を受けております。 

続きまして、学校給食センターにつきましては、７月 14 日に食数等について説明がご

ざいました。 

その他の所管事務調査事項としましては、新花泉小学校杭基礎工事の契約変更につい

て、藤沢小学校・新沼小学校の統合について、一関地域市立幼稚園の集約について、室

根小学校校舎・屋内運動場等建設工事の進捗状況について、花泉小学校校舎・屋内運動

場等建設工事の請負契約の変更について説明がありました。 

教育民生常任委員会からお願いして市立小中学校におけるＩＣＴを活用した学びにつ

いてと骨寺村荘園遺跡の世界遺産への登録拡張登録について調査しております。 

室根小学校の現地視察、小学校におけるＩＣＴを活用した学びについてということで、

山目小学校のほうを現地視察しております。 

そしてスクールバス児童置き去り事案について説明を求め、スクールバス利用対象距
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離の弾力的対応について、教育委員会の事務所の移転について、教育施設跡地の利活用

について、次のページに行きまして小・中学校整備（改築）に係る構造については説明

を受けております。 

最後のページですが、市民環境部につきまして調査事項はございませんでしたが、そ

の他の所管事務調査事項といたしまして、空家等対策計画の取組状況について、消費生

活センター相談室の集約について、国民健康保険の一部負担金免除について、一般廃棄

物減量計画基本計画の策定について、大東地域出張所の見直し方針（案）について、地

球温暖化対策地域推進計画について、騒音・振動規制地域の変更について説明を受けて

おります。 

簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

委員長 ：調査した項目については説明のとおりです。 

不登校問題については、次の議題で協議しますので、それ以外について皆様と意見交

換を行います。 

さらに調査したいと思われる事項もあると思われますが、今後の日程を考えると、調

査は難しいとも思われます。 

調査については以上とし、政策提言までは難しいと思いますが、調査した事項などを

基に当局との意見交換などを実施してはどうかと思いますが、そのようなことも含め意

見交換を行います。 

休憩します。 

     （ 休憩 9：39～10：58 ） 

委員長 ：再開します。 

     意見交換を終わります。 

調査事項については、休憩中に様々な御意見をいただきました。 

とりまとめについては正副委員長にお任せいただくということで、さよう決すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決しました。 

以上で、本日の調査事項について協議を終わります。 

次に、不登校問題についてを議題といたします。 

７月７日東京都大田区の取組について調査し、７月 14日は当局からの説明を受けまし

た。 

今後の進め方について、これより皆様に資料を配付いたします。 

休憩いたします。 

     （ 休憩 10：59～11：22 ） 
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委員長 ：再開します。 

     不登校問題については、別添の意見書を発議してはいかがかと思い皆様にお示しをし

たところでございます。 

本日はお持ち帰りいただき、御検討いただき、そして当局も含め改めて教育民生常任

委員会で協議をしたいと思います。 

さよう決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決しました。 

以上で、本日の不登校問題についての調査を終わります。 

次に、その他に入ります。 

先日、総務常任委員会の沼倉委員長から依頼があり、別添のとおり回答したいと思い

ます。 

休憩します。 

     （ 休憩 11：23～11：30 ） 

委員長 ：再開します。 

休憩中、一部修正して提出すべきだというような意見がございましたので、修正し総

務常任委員長に回答することにいたします。 

次に、次回の委員会についてお諮りいたします。 

９月５日、特別委員会終了後、委員会を開催し、調査事項の取りまとめ、意見書等に

ついて協議を行います。 

さよう進めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決しました。 

そのほか委員の皆様から何かございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、その他を終わります。 

以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして本日の委員会を終了します。 

御苦労さまでした。 
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（ 午前 11時 31 分 終了 ）  


